
輸送路における環境調査の測定地点

輸送路における環境調査

輸送車両の通過地点において騒音、振動、大気質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質、粉じん等）の測
定を実施し、沿道における生活環境への影響を確認している。



地点

騒音[dB] 昼間16時間交通量（朝6時～夜10時）[台]

事前
調査

輸送時
調査

事前調査 輸送時調査 うち大型車両
うち輸送車両

環境基本法に基づく環境基準 70 70 － － － －
騒音・振動規制法に基づく要請限度 75 75 － － － －

No１
相馬郡飯館村
草野赤坂

県道
原町川俣線

70 68 6,669 3,705 968 156

No２
南相馬市原町区

大原
県道

原町川俣線
69 67 7,179 4,620 1,239 277

※ 騒音、交通量とも昼間（6時～22時）の測定結果。
※ 騒音の値は等価騒音レベル（LAeq）。
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輸送路における環境調査結果 騒音・振動

地点

振動[dB] 昼間12時間交通量（朝7時～夜7時）[台]

事前
調査

輸送時
調査

事前調査 輸送時調査 うち大型車両
うち輸送車両

環境基本法に基づく環境基準 － － － － － －
騒音・振動規制法に基づく要請限度 70 70 － － － －

No１
相馬郡飯館村
草野赤坂

県道
原町川俣線

52 38 5,914 3,184 850 156

No２
南相馬市原町区

大原
県道

原町川俣線
33 29 6,178 4,008 1,147 277

※ 振動、交通量とも昼間（7時～19時）の測定結果。
※ 振動の値は80％レンジ上端値（L10）。



※ 二酸化窒素、浮遊粒子状物質は7日間測定。
※ 二酸化窒素、浮遊粒子状物質の測定値は調査期間平均値、カッコ内は日平均値の最小値～最大値。
※ 環境基準は環境基本法に基づく年間評価の値。
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輸送路における環境調査結果 大気質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）・粉じん

地点
区分

二酸化窒素[ppm] 浮遊粒子状物質[mg/m3] 24時間交通量 [台/日]

事前調査 輸送時調査 事前調査 輸送時調査 事前
調査

輸送時
調査

うち大型車両

輸送車両環境基準 0.06 0.06 0.10 0.10

No２
南相馬市
原町区
大原

県道
原町
川俣線

春季 0.005
(0.003～0.008)

0.003
(0.001～0.004)

0.011
(0.005～0.019)

0.014
(0.008～0.023)

7,807 4,887 1,336 277

夏季 0.003
(0.002～0.006)

0.003
(0.001～0.004)

0.010
(0.006～0.019)

0.009
(0.006～0.012)

7,686 4,926 1,349 241

秋季 0.004
(0.002～0.005)

0.003
(0.001～0.004)

0.012
(0.007～0.017)

0.006
(0.004～0.009)

7,300 5,202 1,172 93

冬季 0.007
(0.004～0.012)

0.004
(0.002～0.006)

0.009
(0.005～0.012)

0.006
(0.002～0.012)

6,608 3,864 839 0

※ 粉じん等は15日間測定。
※ 粉じん等は法令に基づく基準値はないため、「道路環境影響評価の技術手法（国土技術政策総合研究所）」の
参考値を比較のため掲載。

地点
区分

粉じん等〔ｔ/km2/月〕 24時間交通量 [台/日]

事前調査 輸送時調査 事前
調査

輸送時
調査

うち大型車両

参考値 （20） （20） 輸送車両

No２
南相馬市
原町区大原

県道
原町川俣線

春季 3.2 3.3 7,807 4,887 1,336 277

夏季 2.5 3.6 7,686 4,926 1,349 241

秋季 2.6 1.9 7,300 5,202 1,172 93

冬季 14.3 2.8 6,608 3,864 839 0



輸送路における環境調査結果（まとめ）

〇騒音の測定結果は、事前調査の結果と大きな差は無く、環境基準の超過も見られなかった。 したがって、輸
送車両による騒音への影響は小さいと考えられる。

〇振動は、すべての地点で要請限度を大きく下回っており、事前調査結果と比べても大きな増加は見られないこ
とから、輸送車両による振動への影響は小さいと考えられる。

〇大気質の測定結果は、全測定において二酸化窒素、浮遊粒子状物質ともに環境基準を大きく下回っており、
輸送車両による大気環境への影響はほとんどないと考えられる。

〇粉じん等についても、すべての測定で参考値を大きく下回っており、輸送車両の影響は見られない。

〇輸送量の減少に伴い、輸送車両の走行台数は少なくなるが、今後も輸送が行われる地点では引き続きモニタ
リングを実施し、輸送に伴う環境への影響を評価するとともに、輸送車両による環境への影響の低減に努めて
いく。
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